
社団法人 滋賀県医師会会員の皆さまへ

医師賠償責任保険のご案内

■保険期間 平成２３年４月１０日午後４時から１年間

■募集期間 平成２３年２月２８日まで（中途加入も可能）

■保険契約者 滋賀県医師会

■加入方法 別紙申込書・加入依頼書にご記入のうえ、ご送付

ください。（お問い合わせ先は最終ページに記載）

■取扱代理店 滋賀県医師協同組合・（株）ドクターズサポート

平成２３年４月改訂版

団体割引
２０％適用

滋賀県医師会
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医師の皆さまが、日本国内において医療行為を行うにあたり、医療業務上の過失により、患者に身体の
障害が発生し、保険期間中に患者またはその遺族により損害賠償請求を提起された場合に、医師の皆さま
が負担する法律上の賠償責任を補償します。（医師特約条項）
また、医療施設の建物や設備の使用・管理上の不備に起因する事故、患者への給食等の提供に起因する

事故によって、第三者の身体障害や財物損害が保険期間中に発生した場合､被保険者が負担する法律上の

賠償責任を補償します。（医療施設特約条項）

★医療施設特約に関わる主な事故例

・病院で出火し入院患者が死亡した！ ・煮沸器の熱湯をこぼし患者がケガをした！

・待合室等の天井が落下し見舞客がケガをした！ ・病院の給食で、患者が食中毒を起こした！ など

この保険は・・・

＜１＞医師特約条項
①法律上の損害賠償金（治療費、休業損失、慰謝料など）
②訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬など（損保ジャパンの事前の承認が必要です。）

＜２＞医療施設特約条項
①法律上の損害賠償金
・身体賠償事故の場合・・治療費、休業損失、慰謝料など
・財物賠償事故の場合・・修理費、再調達費など（※）
※修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲で
お支払いします。

②訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬など（損保ジャパンの事前の承認が必要です。）

お支払いする保険金は・・・

原則として、医療事故が発生した場合に、被害患者に対して法律上の賠償責任を負担する方、賠償義務を履行
すべき責任者です。通常の場合、医院、診療所、病院の開設者となります。
また､診療所･病院に勤務される医師個人の方も加入できますので、２６Ｐをご参照ください。（勤務医師契約）

この保険にお入りいただく方は・・・

加入資格

・社団法人 滋賀県医師会の会員
・社団法人 滋賀県医師会の会員が理事長または管理者になっている医療機関

この保険の被保険者は、医療施設（診療所・病院）の開設者です。
ただし、開設者の業務の補助者たる医師（管理者、勤務医師等）や看護師、薬剤師、診療放射線技師その他使用人
が起こした医療事故によって開設者が負担する法律上の賠償責任についても補償されます。

被保険者は・・・

１．医師賠償責任保険の概要１．医師賠償責任保険の概要
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２．医師賠償責任保険への加入方法２．医師賠償責任保険への加入方法

３．医師賠償責任保険保険料３．医師賠償責任保険保険料
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１タイプ 【診療所契約】（日医補完契約）

診療所の経営形態が次に該当する場合に選択ください。

＜１＞個人立の診療所で開設者がＡ①会員の場合（勤務医師がいる場合は全員が日医Ａ①･Ａ② 会員の場合）
＜２＞一人医師医療法人の診療所で常勤医師が日医Ａ①・Ａ②会員でありかつ非常勤医師がいない場合
＜３＞一人医師医療法人の診療所で常勤医師が日医Ａ①・Ａ②会員でありかつ非常勤医師が日医Ａ①・Ａ②会員の場合

型

医師特約－
医療施設特約

保険金額（補償限度額） ＜単位：万円＞

医療上の事故（自己負担額0円）
【医師特約】

建物設備の使用・管理上の事故給食等による

事故（自己負担額1,000円）【医療施設特約】

対人１事故 対人年間 対人１名 対人１事故 対物１事故

-１-１００
-１-２００

１００

１００

３００

３００

１０，０００

２０，０００

２０，０００

４０，０００

１，０００

２，０００

保険料

１診療所につき
＜単位：円＞

６，８９６

７，１７６

保険料
１診療所につき

＜単位：円＞

無床診療所

２タイプ 【診療所契約】

診療所の経営形態が次に該当する場合に選択ください。
＜１＞開設者が法人立の場合
＜２＞一人医師医療法人の診療所で、日医Ａ①・Ａ②会員でない勤務医師（常勤・非常勤医師）が勤務している場合

型

医師特約－
医療施設特約

保険金額（補償限度額） ＜単位：万円＞

医療上の事故（自己負担額0円）
【医師特約】

建物設備の使用・管理上の事故給食等による

事故（自己負担額1,000円）【医療施設特約】

対人１事故 対人年間 対人１名 対人１事故 対物１事故

-５０-５０
100-100

５，０００

１０，０００

１５，０００

３０，０００

５，０００

１０，０００

１０，０００

２０，０００

５００

１，０００

100-200 １０，０００ ３０，０００ ２０，０００ ４０，０００ ２，０００

有床診療所

６６，６８８ ７６，８４０

８０，１７６ ９２，３６８

８０，４５６ ９２，６４８

（一人医師医療法人とは、医療法第３９条の規定に基づく法人の内、医師１人または２人で設立された医療法人をいいます。）

団体割引２０％適用

病床ベット数
２０床以上

診療所

病 院

個 人

個 人

法 人

１タイプ

２タイプ

開設者が医師

３タイプ（勤務医師全員が日医A2会員の場合）

４タイプ

代表者が医師

代表者が非医師

４タイプ

４タイプ

４タイプ

開設者が日医Ａ１会員

開設者が日医Ａ１会員でない

開設者が日医Ａ１会員

開設者が日医Ａ１会員でない

管理者が日医Ａ１会員

管理者が日医Ａ１会員でない

２タイプ
一人医師
医療法人

代表者が医師

代表者が非医師

２タイプ（勤務医師に日医A2会員以外がいる場合）

２タイプ

管理者が日医Ａ１会員

管理者が日医Ａ１会員でない

１タイプ（勤務医師が日医A2会員のみの場合）

法 人
代表者が医師

代表者が非医師

管理者が日医Ａ１会員

管理者が日医Ａ１会員でない

２タイプ

２タイプ

２タイプ

４タイプ（勤務医師に日医A2会員以外がいる場合）

開設者が医師

勤務医師個人 診療所・病院に勤務される医師個人の方も加入できますので、別途ご参照ください（勤務医師契約）

＜保険期間１年＞



型

医師特約－
医療施設特約

４タイプ 【病院契約】

３タイプ 【病院契約】（日医補完契約）

個人立の病院で開設者が日医Ａ①会員で、全ての勤務医師（常勤・非常勤医師）が日医Ａ①

Ａ②会員の場合

＜1＞個人立の病院で日医Ａ①・Ａ②会員以外の勤務医師（常勤・非常勤医師）がいる場合

＜2＞開設者が法人立の病院の場合

種別病床数 × １病床保険料 ＝ 年間保険料

■【病院契約】保険料計算方法
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３．医師賠償責任保険保険料３．医師賠償責任保険保険料

保 険 料
（１病床・保険期間１年につき 単位：円）

一般病床

20～
99床

100～
199床

1,680 2,240

200～
299床

2,664

300～
499床

2,664

500床
以上

2,664

療養
病床

結核
その他
病床

精神
病床

1,536 165 587
1,792 2,352 2,776 2,776 2,776 1,648 197 747

保険金額（補償限度額）

医療上の事故
【医師特約】

（ ）

対人
１事故
につき
（万円）

１-１００

（ ）

対人
１年間
につき
（万円）

建物設備の使用･管理上の事故
給食等による事故
（自己負担額1事故につき1,000円）

【医療施設特約】

対人
１名
につき
（万円）

対人
１事故
につき
（万円）

対物
１事故
につき
（万円）

100 300 10,000 60,000 1,000

１-２００ 100 300 20,000 120,000 2,000

団体割引２０％適用

保 険 料
（１病床・保険期間１年につき 単位：円）

一般病床

20～
99床

100～
199床

200～
299床

300～
499床

500床
以上

療養
病床

結核
その他
病床

精神
病床

10,800

12,712

13,416

15,792

17,800

21,392

18,464

22,184

19,152

23,016

8,696

10,248

478

577

721

888

12,824 15,904 21,504 22,296 23,128 10,360 609 1,048

型

医師特約－
医療施設特約

５０-５０

100-100

保 険 金 額

医療上の事故
【医師特約】

（ ）

対人
１事故
につき
（万円）

5,000

10,000

（ ）

対人
１年間
につき
（万円）

15,000

30,000

建物設備の使用･管理上の事故
給食等による事故
（自己負担額1事故につき1,000円）

【医療施設特約】

対人
１名
につき
（万円）

対人
１事故
につき
（万円）

対物
１事故
につき
（万円）

5,000

10,000

30,000

60,000

500

1,000

100-200 10,000 30,000 20,000 120,000 2,000

※２．無事故割引適用となる病院や、割増保険料の適用となる病院については別途ご案内します。

※１．病院契約における病床数は、原則、医療法施行規則第１条にいう都道府県知事の許可病床数のことを
いいます。

損害賠償請求期間延長担保追加条項とは、保険を継続しない場合や廃業により保険契約を解約する場合など保険期間終了前に行った医療
に起因して保険期間終了後５年もしくは１０年以内に損害賠償請求を提訴された場合に補償する追加条項です。

医師賠償責任保険は、保険期間中に医師の責任となる事故により損害賠償請求の提訴を受けた場合に保険金をお支払いしますので、保
険を継続しない場合や廃業により保険を解約した場合など廃業前の医療に起因する事故により損害賠償請求の提訴を受けた場合、保険金
をお支払いできません。

しかし、医療行為を行ってから事故が発見され損害賠償請求を提訴されるまで相当の時間を要する場合が多く、廃業する場合などこの
追加条項を付帯されることをおすすめします。損害賠償請求期間延長特約をセットされる場合、追加保険料が必要となります。取扱代理
店または損保ジャパンまでお問い合わせください。※被保険者が死亡された場合、相続人からのご通知により相続人が被保険者とみなさ
れます。ただし、死亡被保険者にかかわる損害賠償請求をうけた場合にかぎります。



６．保険期間６．保険期間

。

平成２２年４月１日以降発生の事故から、次の１．から４．までのいずれかの方法で賠償責任保険（特約）の賠償責任保険金
をお支払いします。
１．被保険者（保険の補償を受けられる方）が相手の方へ賠償金を支払った後に、損保ジャパンが被保険者にお支払いします。
２．被保険者の指図により、損保ジャパンが直接相手の方にお支払いします。
３．相手の方が先取特権（他の債権者に優先して支払を受ける権利）を行使することにより、損保ジャパンが直接相手の方に
お支払いします。

４．被保険者が相手の方の承諾を得て、損保ジャパンが被保険者にお支払いします。

＊保険法により３．の先取特権を行使することによる賠償責任保険金のお支払いもできるようになります。
＊３１Ｐ『ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと』４．（２）にありますように「事前に損保ジャパンの承認を得る
ことなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いで
きなくなる場合がありますので、ご注意ください。

１年間となります。
※医師特約については、この保険期間内に医療事故に起因して損害賠償請求を提起された場合に補償の対象となります（損害
賠償請求ベース）。一方、医療施設特約については保険期間内に事故が発生した場合に補償の対象となります（事故発生ベ
ース）。
ただし、初年度契約締結前（その保険契約を最初にご契約になったときより前）に知っていた身体障害により保険期間開始
後に損害賠償請求の提起を受けた場合は保険金をお支払いすることができません。

５．その他のご注意点５．その他のご注意点
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＜１＞賠償責任保険共通の免責事由
①被保険者または保険契約者の故意によって生じた賠償責任
②戦争、外国の武力行使、武装反乱その他これに類似の事変または暴動によって生じた賠償責任
③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生じた賠償責任
④被保険者の使用人が業務に従事中に被った身体障害によって生じた賠償責任
⑤被保険者と世帯を同じくする親族の方に対する賠償責任
⑥他人から賃借したり、預かっている財物の損傷事故
⑦排水または排気（煙または蒸気を含みます。）によって生じた賠償責任
⑧被保険者と被保険者以外の第三者との間に損害賠償に関する特別の約定があり、その約定によって加重された賠償責任 など

＜２＞医師特約に関する免責事由
①医療施設（設備を含みます。）、航空機、車両、自動車（原動機付自転車を含みます。）、船舶もしくは動物の所有、
使用または管理に起因する賠償責任
②海外での事故の場合
③美容を唯一の目的とする医療行為によって生じた賠償責任
④医療の結果を保証することによって加重された責任
⑤名誉き損または秘密漏えいに起因して生じた賠償責任
⑥免許を有しないものが遂行した医療行為に起因して生じた賠償責任 など

＜３＞医療施設特約に関する免責事由
①医療施設の新築、改築、修理、取りこわしその他の工事に起因して生じた事故
②航空機、自動車（原動機付自転車も含みます。）または医療施設外における車両（原動力がもっぱら人力である場合を除きます。）
もしくは動物の所有・使用または管理に起因して生じた事故

③核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する賠償
責任（放射線照射は、医療放射線を除きます。）
④石綿または石綿を含む製品の有害な特性物質に起因する賠償責任
⑤汚染物質の排出や公共水域への排出に起因する賠償責任 など

４．保険金をお支払いできない主な場合４．保険金をお支払いできない主な場合



７．医師賠償責任保険 追加オプション

（１）勤務医師包括担保追加条項 ５Ｐ

（２）人格権侵害担保追加条項 ６Ｐ

（３）借家人賠償責任担保追加条項 ７Ｐ

（４）傷害見舞費用担保追加条項 ８Ｐ

（５）傷害担保追加条項 ９Ｐ

（６）情報メディア担保追加条項 １１Ｐ



７．医師賠償責任保険追加オプション７．医師賠償責任保険追加オプション

勤務医師包括担保追加条項1

医療施設において、勤務医師等の個人責任部分についても包括的に
備えたいとのニーズにおこたえします。

医療施設の勤務医師を包括的に被保険者とし、勤務医師等の個人責任部分を補償する
特約です。ただし、ご加入医療施設の業務として行った医療のみが対象となります。
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・勤務医師の備え付け名簿が必要となります。
・基本契約を上回る契約の型（補償額）を設定することはできません。
・勤務医師の補償は、すべて同じ契約の型（補償額）で設定することとなります。

※勤務医師が個人的に勤務医師賠償責任保険にご加入の場合でも、本追加条項に加入している場合には、
本追加条項を優先し、勤務医師賠償責任保険への求償は行いません。

※この追加条項の補償は、ご加入医療施設の業務としての医療行為のみが対象となります。
この為、勤務医師が他の医療機関で行った医療行為に関しての補償については別途医師賠償責任保険
（勤務医師用）にご加入いただく必要があります。

診療所契約
１診療所につき（円）

病院契約
１病床につき（円）

一般診療所

一般・療養病床

精神病床

結核･その他病床

契約の型
（医師特約の型を上限とします）

１型

1,874

381

94

132

（保険期間１年、団体割引２０％適用）

５型

5,684

1,156

285

400

10型

8,659

1,761

434

609

30型

15,692

3,190

786

1,103

50型

19,192

3,902

962

1,349

70型

20,894

4,248

1,046

1,468

100型

23,057

4,687

1,155

1,620

【保険料】※保険金額は基本契約の医師特約と同様です。



人格権侵害担保追加条項2

＜１＞保険金をお支払いする場合
以下の不当行為により、被保険者である開設者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害
（自己負担額を控除した額に損害てん補割合を乗じて得た額）を保険金額（お支払いする保険金の
限度額）の範囲内で補償します。（医療に起因するリスクは除かれます。）

◇不当な身体拘束による自由の侵害、または名誉の侵害
・エレベータ内で閉じこめられたなど

◇口頭・文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉の侵害またはプライバシーの侵害
・施設管理上の不備により、ホームページにカルテの内容が流出し被害が生じた場合など

＜２＞被保険者
医療施設（診療所・病院）の開設者

＜３＞お支払いする保険金
・法律上の損害賠償金
・訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬など（損保ジャパンの事前の承認が必要です。）

＜４＞保険金をお支払いできない主な場合
①被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行った医療に起因するもの
②被保険者または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為
③被保険者による採用、雇用または解雇に起因して被保険者または被保険者以外の者によって行われた
不当行為
④被保険者もしくは被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動また
は出版活動 など

プライバシーの侵害等で、患者等の人格権を侵害したことによる賠償責任が
発生した場合に補償されます。

以下の不当行為による法律上の賠償責任を補償します。
◇不当な身体拘束による自由の侵害、または名誉の侵害
◇口頭・文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉の侵害
またはプライバシーの侵害

７．医師賠償責任保険追加オプション７．医師賠償責任保険追加オプション
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型 Ａ１型

保険金額（自己負担額1,000円） １名100万円 １事故・期間中200万円

Ａ２型（医療施設特約100型以上）

１名1,000万円 １事故・期間中１億円

（保険期間１年、団体割引20％適用）【保険金額・保険料】

保
険
料

診療所（１診療所あたり）

病院
1病床
あたり

一般・療養病床

精神病床

結核･その他病床

約定損害てん補割合 ９０％

８円

３円

５円

２円

１８円

７円

１０円

２円



借家人賠償責任担保追加条項＜診療所のみ対象＞３

医療施設を借用している医療機関にて、万が一貸主に対する賠償責任が
発生した場合に補償されます。

被保険者である開設者が借用する建物の戸室（医療施設）につき、火災・破裂・爆発・漏水等
によって損壊させてしまった場合の、ビルオーナー（貸主）に対する賠償責任を補償します。

＜１＞保険金をお支払いする場合
被保険者である開設者が借用する建物の戸室（医療施設）につき、火災・破裂・爆発・漏水等によって
損壊させてしまった場合の、ビルオーナー（貸主）に対する賠償責任（自己負担額を控除した額）を
保険金額（お支払いする保険金の限度額）の範囲内で補償します。

＜２＞ご加入できる方
診療所の開設者

＜３＞被保険者
診療所の開設者

＜４＞お支払いする保険金
・法律上の損害賠償金
・訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬など（損保ジャパンの事前の承認が必要です。）

＜５＞保険金をお支払いできない主な場合
①被保険者の心神喪失に起因する賠償責任
②借用戸室の改築、増築、取り壊し等の工事に起因する賠償責任
③屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨、雪等に起因する賠償責任
④被保険者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する賠償責任

など

７．医師賠償責任保険追加オプション７．医師賠償責任保険追加オプション
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（保険期間１年、団体割引20％適用）

型 Ｂ１型

保険金額（自己負担額1,000円） 1,000万円

Ｂ２型

3,000万円

Ｂ３型

5,000万円

診療所契約保険料 3,600円 5,440円 8,640円

【保険金額・保険料】



傷害見舞費用担保追加条項４

医療施設で、外来患者や見舞客等が急激かつ偶然な外来の事故により
ケガをした際の見舞金が補償されます。

医療施設において、医療施設利用者（入院患者を除きます。）が急激かつ偶然な外来の事故に
より身体傷害を被った場合の見舞金を賠償責任の有無に関係なくお支払いします。

＜１＞保険金をお支払いする場合
医療施設において、医療施設の利用者（注）が急激かつ偶然な外来の事故（※１）により身体に傷害（※２）を
被った場合に被保険者である開設者が慣習として支出した所定の見舞金費用を補償します。

※１ 法律上の賠償責任の発生の有無にかかわらず、保険金をお支払いします。ただし、法律上の賠償責任が発生
する場合は医療施設特約の保険金としてお支払いします。

※２「傷害」には以下の①②の中毒症状および障害を含みます。ただし細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は対
象とはなりません。

①偶然かつ一時的に外部から有毒ガスまたは有毒物質を吸入、摂取したときに急激に生じる中毒症状をいいます。
②医療施設内に設置された医療用放射線照射装置に起因する事故により、医療用放射線の被爆によって被った障害をいいます。ただし、
放射線測定機器により被爆の事実が判明したときから起算して１４日以内に医師（被傷者が医師である場合には、その被傷者以外の
医師をいいます。）の診断を受けた結果、被爆による身体障害と認定された場合にかぎります。

（注）利用者の範囲
医療施設の利用を目的として医療施設に入場している方をいい、以下の方は含みません。
・被保険者（法人の場合は理事等）およびその者と同居または生計を共にする親族
・医療施設の業務に従事中の者 ・医療施設に入院中の者
・医療施設の保守、保安、点検等の業務または新築、改築、増築等の工事に従事中の者

＜２＞被保険者
医療施設（診療所・病院）の開設者

＜３＞保険金をお支払いできない主な場合
①契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
②地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、武装反乱など ③被傷者（利用者）の故意または重大な過失
④被傷者（利用者）の自殺、犯罪行為または闘争行為
⑤被傷者（利用者）が法令に定められた運転資格を持たないで、自動車もしくは原動機付自転車を運転している
間、酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間、覚醒剤、シンナー等によって正常な運転ができない状態で
運転している間に起こした事故 ⑥被傷者（利用者）の脳疾患、疾病または心神喪失

⑦被傷者（利用者）の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置 など

７．医師賠償責任保険追加オプション７．医師賠償責任保険追加オプション
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型

死亡・後遺障害見舞費用保険金（１名につき）

Ｃ１型

入院日数が３１日以上

入院見舞費用保険金（１名につき）
入院日数が１５日以上３０日以内のとき

入院日数が８日以上１４日以内のとき

入院日数が７日以内のとき

保険金額

５０万円

１０万円

５万円

３万円

２万円

通院見舞費用保険金（１名につき）

通院日数が３１日以上

通院日数が１５日以上３０日以内のとき

通院日数が８日以上１４日以内のとき

通院日数が７日以内のとき

５万円

３万円

２万円

１万円

Ｃ１型

保険料

診療所（１診療所）

１，７２４円

病院（１病床）

４５４円
（団体割引20％適用）

（保険期間１年）



傷害担保追加条項（同時付帯：特定感染症危険担保追加条項）５

医療機関の役職員等が業務従事中に被った急激かつ偶然な外来の事故によるケガや
中毒症状（細菌性食中毒・ウイルス性食中毒は除きます。）が補償されます。

開設者、開設者の使用人その他開設者の補助者で医療施設の業務に従事する者が、業務中に
急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体傷害、中毒症状（細菌性食中毒およびウイルス
性食中毒は除きます。）、感染症に対し、所定の保険金をお支払いします。

、

＜１＞保険金をお支払いする場合
被保険者が業務中に（通勤途上を含みます。）、
○急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害（※）を被った場合に、保険金（死亡保険金、後遺障害
保険金、入院保険金、通院保険金）をお支払いします。
（※）「傷害」には以下の①②の中毒症状および障害を含みます。ただし細菌性食中毒およびウイルス性

食中毒は対象とはなりません。
①偶然かつ一時的に外部から有毒ガスまたは有毒物質を吸入、摂取したときに急激に生じる中毒症状をいいます。
②医療施設内に設置された医療用放射線照射装置に起因する事故により、医療用放射線の被爆によって被った障害をいいます。
ただし、放射線測定機器により被爆の事実が判明したときから起算して１４日以内に医師（被傷者が医師である場合には、
その被傷者以外の医師をいいます。）の診断を受けた結果、被爆による身体障害と認定された場合にかぎります。

○感染症（感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する一類感染症、二類感染症、
または三類感染症）を発病した場合（※）に所定の保険金をお支払いします。
（※）鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１型）は含まれますが、鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１以外の型）、新型

インフルエンザ、再興型インフルエンザおよび前述以外のインフルエンザは含みません。
＜２＞被保険者

① 開設者
② 開設者の使用人、その他開設者の業務の補助者で加入者証記載の医療施設の業務に従事するもの

＜３＞お支払いする保険金の種類
（死亡保険金）
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合、死
亡・後遺障害のご契約金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金の支払いがある場合は
その金額を差し引いてお支払いします。

（後遺障害保険金）
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた
場合、その程度に応じて死亡・後遺障害のご契約金額の３％～100％をお支払いします。

（入院保険金日額）
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院された場合、事故の日からその日を含めて180日以内の
入院日数に対し、１日につき入院保険金日額をお支払いします。

（手術保険金）
入院保険金をお支払いする場合で、事故の日からその日を含めて180日以内にそのケガのために所定の手術
を受けた場合、入院保険金日額に所定の倍率（10倍・20倍・40倍）を乗じた金額をお支払いします。
ただし、１事故につき１回の手術にかぎります。

（通院保険金日額）
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ通院された場合、事故の日からその日を含めて180日以内の通
院日数に対し、90日を限度として１日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、平常の業務また
は生活に支障がない程度に回復したとき以降の通院はお支払いの対象になりません。

７．医師賠償責任保険追加オプション７．医師賠償責任保険追加オプション
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型

Ｄ１型

Ｄ２型

Ｄ３型

保 険 金 額

死亡・後遺障害

1,000万円

入院日額

5,000円

通院日額

2,500円

特定感染症葬祭費用

300万円

死亡・後遺障害

2,000万円

入院日額

7,000円

通院日額

3,500円

特定感染症葬祭費用

300万円

死亡・後遺障害

3,000万円

入院日額

10,000円

通院日額

5,000円

特定感染症葬祭費用

300万円

※前頁のケガの事故に加え、腸管出血性大腸菌感染症（O-157を含みます。）、細菌性赤痢等の特定感染症を
発病された場合、後遺障害保険金、入院保険金（発病日からその日を含めて180日間限度）、通院保険金（発
病日からその日を含めて180日以内の90日限度）をお支払いします。また、発病日からその日を含めて180
日以内に死亡した場合には300万円を限度に葬祭費用の実費をお支払いします。

＜４＞保険金をお支払いできない主な場合
①契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
②地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、武装反乱など
③被保険者の自殺、犯罪行為または闘争行為
④被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで、自動車もしくは原動機付自転車を運転している間、
酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間、覚醒剤、シンナー等によって正常な運転ができない状態
で運転している間に起こした事故
⑤被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥被保険者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置
⑦被保険者に対する刑の執行
⑧保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した感染症
⑨原因の如何を問わず、被保険者が頸部症候群（いわゆる｢むちうち症｣）または腰痛その他の症状を訴えて
いる場合でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの

など
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（保険期間１年、 団体割引２０%適用）

型

診療所契約
（１診療所）

一般診療所
（無床・有床）

Ｄ１型 Ｄ２型 Ｄ３型

111,984円 184,448円 269,376円

病院契約
（１病床）

一般病床・療養病床

精神病床

14,096円
8,240円

23,032円
13,584円

33,592円
19,832円

結核･その他病床 6,920円 11,464円 16,760円

【保険料】



情報メディア担保追加条項６

医療施設内の情報メディアが、偶然な事故により損害を被った際に、
その修繕費用や再取得費用などが補償されます。

◇偶然な事故により、情報メディアに生じた損害
◇不正アクセス、情報機器・記録媒体およびネットワーク構成機器・設備の機能障害・物的損壊
または盗難、誤操作、第三者による故意、悪意または妨害行為、静電気または電磁気、
過電圧、電圧低下または電力の供給停止、洪水・台風・高潮・落雷など自然現象に起因して
情報（プログラム・ソフト・データ）のみに損害が発生し、その修復もしくは復旧・同種同等の
情報の再作成もしくは再取得する費用。

。

＜１＞保険金をお支払いする場合
日本国内において
○偶然な事故により情報メディアに生じた損害
○不正アクセス、情報機器・記録媒体およびネットワーク構成機器・設備の機能障害・物的損壊または盗
難、誤操作、第三者による故意、悪意または妨害行為、静電気または電磁気、過電圧、電圧低下または
電力の供給停止、洪水・台風・高潮・落雷など自然現象に起因して情報（プログラム、ソフトウェアお
よびデータ）のみに損害が発生し、損害が生じた情報の修復もしくは復旧、同種同等の情報の再作成も
しくは再取得する場合に保険金額（お支払いする保険金の限度額）の範囲内で保険金をお支払いします。

＜２＞被保険者
医療施設（診療所・病院）の開設者

＜３＞保険の目的
被保険者が業務に使用するために医療施設内において所有する情報メディア
※情報メディアとは、以下のものをいいます。
・イ．情報機器で直接処理を行える磁気テープ、磁気ディスク、磁気ドラム等の記録媒体
・ロ．イ．に規定された記録媒体に記録されている情報

＜４＞保険金をお支払いできない主な場合
①契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
②被保険者もしくは被保険者の使用人または被保険者と同じ世帯に属する親族の故意
③差し押さえ、没収等公権力の行使
④自然の消耗、さび・かび・変質その他類似の事由
⑤保険の目的の欠陥
⑥地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、武装反乱など
⑦空気の乾燥、湿度・温度変化
⑧置忘れ、紛失、不注意による廃棄
⑨未完成・未発表のプログラム、ソフトウェアの使用
⑩コンピューターウィルス
⑪いわゆる｢2000年問題｣に起因するもの など

７．医師賠償責任保険追加オプション７．医師賠償責任保険追加オプション
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（保険期間１年、団体割引２０%適用）

型

保険金額（自己負担額２万円）

診療所契約・病院契約保険料

Ｅ１型

100万円

4,384円

Ｅ２型

300万円

13,152円

Ｅ３型

500万円

21,920円

【保険金額・保険料】



８．医師賠償責任保険 併売商品

（１）個人情報漏えい保険（個人情報取扱事業者保険） １２Ｐ

（２）看護職賠償責任保険（包括契約） １７Ｐ

（３）医療従事者賠償責任保険（包括契約） １９Ｐ

（４）医療機関受託者賠償責任保険 ２１Ｐ

（５）雇用慣行賠償責任保険 ２２Ｐ

（６）医療廃棄物排出者賠償責任保険 ２４Ｐ



被害者への損害賠償対応
（慰謝料等の支払い、弁護士への争訟対応
の依頼など）

１．医療機関専用・個人情報漏えい保険（個人情報取扱事業者保険）の構成

医療機関専用・個人情報漏えい保険（個人情報取扱事業者保険）では、医療機関において個人
情報の漏えい、またはそのおそれが生じたことにより負担する損害を補償 します。

①第三者への損害賠償
に関する補償

②ブランド価値のき損を防止
・縮減するための補償

＋

・メディアを通じた謝罪会見、発表、広告等
・謝罪文の送付等
・被害者へのお見舞品の購入、送付等
・クレーム対応のためのコールセンターの
開設、運営
・これらの対応を的確に実施するための
外部機関へのコンサル委託

補償内容

個
人
情
報
の
漏
え
い

必要となる対応

８．併売商品８．併売商品 １ 個人情報漏えい保険
（個人情報取扱事業者保険）

・個人情報とは氏名、生年月日、その他記述等から特定の個人を容易に識別できるものをいいます。

医療機関における個人情報とは

医療機関における
個人情報の例

診療録、処方せん、助産録、照射録、手術記録、検査所見録
エックス線写真、紹介状 等
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個人情報が漏えいした場合に求められる具体的対応

１． 被害者への対応

対応項目 必要となる費用

１．見舞品の購入と送付

２．謝罪訪問

３．謝罪広告の掲載

４．問い合わせ窓口の
設置

５．各種対応のための
コンサルティング

見舞い品代、郵送代、封筒代 等

人件費、交通費 等

新聞への広告掲載費、ホームページ作成費等

コールセンターの設置費用、相談窓口に常駐
する要員の人件費 等

コンサルティング会社への危機管理コンサル
ティング費用の支払い

求められる具体的な対応（例）

被害者１名につき、500円の商品券
を送付

漏えいのきっかけとなる問い合わ
せをされた被害者（複数）へ訪問
のうえ謝罪

新聞（地方版）への広告記事を掲
載、また自院のホームページに謝
罪ページを作成

診療に支障がないように、個別の
問い合わせに対応できる専門スタ
ッフを設置

地域での信用の低下や風評損害、
集団訴訟等の可能性を回避する
ため、危機管理専門コンサルティ
ング会社と契約

２． 訴訟になったら・・

１．損害賠償請求への対応

弁護士費用、裁判費用、損害賠償金
（損保ジャパンの事前の承認が必要です。）
※示談等でもお支払いの対象となります。

弁護士への相談とともに、和解金や
損害賠償金の支払い
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１ プライバシーマーク制度（個人情報の取扱いを適切に行っている民間事業者認定制度）等の認証取得

２ 情報セキュリティ－を確保・維持するためのルール策定

３ 従業員教育・定期的な情報セキュリティ－監査の実施・入退出管理、施錠管理の徹底

４ 個人情報漏えい時の対応手順の作成・漏えい原因究明のための技術的な対策

★５ 万が一に備えた保険加入

３． 個人情報の漏えいに備えた具体的対策



１． 第三者への損害賠償に関する補償

法律上の損害賠償金

弁護士費用等の
争訟費用

本人の精神的苦痛に対する慰謝料
（漏えいした情報の内容により異な
ります。）

情報の漏えいにより生じた第三者
の経済的な損失に対する損害賠償
金など

弁護士着手金、成功報酬
（損保ジャパンの事前の承認が必要です。）

２．ブランド価値のき損を防止・
縮減するための補償

ブ
ラ
ン
ド
プ
ロ
テ
ク
ト
費
用

謝罪会見・広告・
文書費用

クレーム対応費用

見舞品購入費用

コンサルティング
費用

謝罪会見の実施、謝罪広告の作成,謝罪
文書の作成、本人または家族への送付
等に要した費用

損害賠償請求、漏えいした個人情報
に関する開示請求、利用停止請求等
を受理するために要する費用

個人情報を漏えいされた本人に対
する見舞品の購入費用。ただし、社
会通念上、妥当な費用にかぎります。

個人情報の漏えいの発生により各種の
措置を行うために、有益な第三者のコ
ンサルティング、類似の指導を受ける
ために要した費用

被保険者が法律上の賠償責任を負担すべき個人
情報の漏えいが生じたことまたはそのおそれが
あることにより、ブランド価値のき損を縮減す
る（ブランドプロテクト）ための措置を実施す
る場合には、保険期間中にその謝罪のための会
見、広告または文書の送付を行うことを要件と
して、それらの措置に要する費用について保険
金をお支払いします。

※精神的苦痛に対する損害賠償金については、１件の個人情報につきてん補限度額の５％を限度として保険金をお
支払いします。

※ブランドプロテクト事故については、ブランド費用保険金から自己負担額（免責金額）１０万円を差し引いた額
の９０％をお支払いします。

※ブランドプロテクト事故については、１事故あたり、第三者への損害賠償に関する保険金額の１０％が限度額と
なります。

個人情報漏えい保険商品内容

偶然な事由により個人情報を漏えいしたこと、または
そのおそれがあることに起因して、保険期間中に日本
国内において損害賠償請求がなされたことにより、
被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって
被る損害について保険金をお支払いします。

直近に見る医療機関における個人情報の漏えい例

＊損害賠償総額については被害者全員から賠償請求を受けた場合の予想賠償額であり、実際の賠償額ではありません。
NPO日本ネットワークセキュリティ協会 「2003年度情報ｾｷｭﾘﾃｨ ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄに関する調査報告書」から一部抜粋。
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発生日 漏えいの概要 漏えい件数

０５年５月

０５年５月

０５年６月

元診療担当部長だった男性医師が患者の個人情報の入ったＤＶＤ５枚を盗難。 １２，０００件

退職した医師が患者情報を持ち出し、４３０人に退職挨拶状を発信。医師か
ら回収したＦＤには９８１件の患者データが入っていた。

９８１件

男性研修医の自宅から、過去２０年間に手術を受けた消化器外科の患者や
病院医師の電子メールアドレス等が保存された私有パソコンが盗難された。

２，５００件
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＜２＞保険金をお支払いできない主な場合

（１）被保険者の故意または他人に損害を与えることを予見しながら行った行為

（２）被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為

（３）被保険者の犯罪行為

（４）遡及日より前に生じた個人情報の漏えい

（５）被保険者が本人に通知し、または公表する個人情報の利用の目的（以下「利用目的」）の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱い

（６）偽りその他不正な手段により取得した個人情報の取扱い

（７）サーバに記録された個人情報データベース等に有効なアクセス制限が設けられていないこと

（８）被保険者の個人情報の取扱いが法令に違反し、主務大臣等によりその違反を是正するために必要な措置をとるべき旨の勧告、命令等が

なされた場合において、当該命令、勧告等がなされてから被保険者が必要かつ適正な措置を完了するまでの間に新たに発生した当該違

反に起因する個人情報の漏えいまたはそのおそれ

（９）政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが、その主義・主張に関して行う

暴力的行為もしくは破壊行為またはこれらの行為が発生するおそれ。 など

２．次に掲げる損害賠償請求に起因する損害については保険金をお支払いしません。

（１）個人情報の利用目的の変更が、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められないことによりなされた損害賠償請求

（２）被保険者が本人に対して個人情報の利用目的またはその変更を通知しない、または公表しないことによりなされた損害賠償請求

（３）被保険者が第三者へ個人データを提供し、もしくはその取扱いの全部または一部を委託し、または第三者と個人データを共同して利用

したことが、個人情報の漏えいに該当するとしてなされた損害賠償請求

（４）被保険者が第三者から個人データを提供され、もしくはその取扱いの全部または一部を委託されたことが、個人情報の漏えいに該当す

るとしてなされた損害賠償請求 など

３．被保険者が次に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害については保険金をお支払いしません。

（１）個人データが正確でない、または最新の情報でないことにより加重された賠償責任

（２）被保険者が本人の求めに応じてその本人が識別される個人データの第三者への提供を停止しない、もしくは保有個人データの

開示、訂正、追加、削除、利用の停止もしくは削除を行わない、またはそれらの措置が遅れたことにより加重された賠償責任 など

１．次に掲げる事由に該当する行為については保険金をお支払いしません。

＜１＞保険金をお支払いする主な場合

偶然な事由により個人情報が漏えいしたことに起因して、被保険者（開設者）が法律上の賠
償責任を負担することで被る損害や個人情報漏えいが生じた際に、ブランド価値のき損を縮
減（ブランドプロテクト）するための措置を実施する場合の会見、広告、文書の送付等に掛
かる費用を補償します。

（保険金額の適用について）
一連の損害賠償請求について、損保ジャパンが保険金を支払うべき被保険者を同一とする他の個人情報取扱事業者
賠償責任保険契約がある場合には被保険者毎に他の保険契約と合算して１０億円を限度とします。
（被保険者の同一性は、所在地・名称にかかわらず法人格をもって判断します。）
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（情報の共同利用について）
被保険者が保険証券記載の施設以外に他の施設を開設し他の施設との間で個人情報を共同利用している場合、
個人情報の漏えいがいずれの施設の業務遂行に因るものかが不明であるときは、被保険者が開設し個人情報を
共同利用しているすべての施設が損保ジャパンが保険金を支払うべき個人情報取扱事業者賠償責任保険に加入
している場合にかぎり、一連の損害賠償請求に起因する損害について、それぞれの施設の保険金額の最も高い
保険金額を限度に補償します。



１事故 2,000万円 ６０，８００円

１事故 1,000万円 ４３，２００円

１事故 500万円 ３２，０００円

１事故 300万円 ２４，０００円

一時払年間保険料

１事故 100万円 １４，４００円

１
事
故
10
万
円

型

な

し

Ｐ１型

Ｐ２型

Ｐ３型

Ｐ４型

保険金の種類と期間中てん補限度額（※１）

第三者への損害賠償に
関する補償

○損害賠償保険金
○争訴費用保険金

（※２）

ブランド価値のき損を防止
・縮減するための補償
○ブランドプロテクト（ＢＰ）

費用保険金
（※３）

1,000万円

3,000万円

5,000万円

１億円

（団体割引20％適用）

【診療所契約】

以下は、ご提出いただいた「告知書」により「セキュリティー割引」を15％適用できた場合の病院の保険料例です。
実際の保険料は専用の「告知事項申告書」と「病床数」の内容に基づき決定されます。
（介護老人保健施設の場合の保険料例が必要な場合はお問い合わせください。）

（※１） 「損害賠償保険金」「争訟費用保険金」「ブランドプロテクト費用保険金」はすべてを合算して「第三者への損害賠償に関する補償」の保険金額を限度とします。
（※２）精神的苦痛に対する損害賠償金については、１件の個人情報につきてん補限度額の５％を限度として保険金をお支払いします。
（※３）ブランドプロテクト事故については、ブランドプロテクト費用保険金から自己負担額１０万円を差し引いた額の９０％をお支払いします。

【一般病床保険料例】（セキュリティー割引15％適用の場合の保険料例）
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【病院契約】病床区分（一般病床と一般病床以外）で保険料が異なります。

Ｐ５型 2億円

＊一般病床以外とは精神病床、結核その他病床、療養病床をいいます。

【療養病床保険料例】（セキュリティー割引15％適用の場合の保険料例）

一時払年間保険料
（団体割引20％適用）

50床 100床 150床 200床

40,000円

80,620円

118,910円

47,190円

113,260円

167,050円

60,790円 74,260円

145,900円 178,210円

215,190円 262,840円

185,740円 260,940円 336,140円 410,590円

賠

償
費
用

な

し

事
故

万
円

10

保険金の種類と期間中てん補限度額（※１）

第三者への損害賠償に関する補償
○損害賠償保険金
○争訴費用保険金
（※２）

ブランド価値のき損を防止・縮減
するための補償
○ブランドプロテクト（ＢＰ）費用保険金

（※３）

1,000万円

3,000万円

5,000万円

１事故 100万円

１事故 300万円

１事故 500万円

280,150円 393,570円 506,990円 619,270円

1億円 １事故 1,000万円

2億円 １事故 2,000万円

自己負担額

型

Ｐ１型

Ｐ２型

Ｐ４型

Ｐ５型

Ｐ３型

自己
負担額

賠

償

Ｂ
Ｐ
費
用

一時払年間保険料
（団体割引20％適用）

50床 100床 150床 200床

40,000円

64,000円

100,000円

40,000円

64,000円

100,000円

40,000円 40,000円

71,700円 87,580円

105,760円 129,180円

140,000円 140,000円 164,760円 201,260円

賠

償
費
用

な

し

事
故

万
円

10

保険金の種類と期間中てん補限度額（※１）

第三者への損害賠償に関する補償
○損害賠償保険金
○争訴費用保険金
（※２）

ブランド価値のき損を防止・縮減
するための補償
○ブランドプロテクト（ＢＰ）費用保険金

（※３）

1,000万円

3,000万円

5,000万円

１事故 100万円

１事故 300万円

１事故 500万円

180,000円 193,000円 248,620円 303,690円

1億円 １事故 1,000万円

2億円 １事故 2,000万円

自己負担額

型

Ｐ１型

Ｐ２型

Ｐ４型

Ｐ５型

Ｐ３型



看護職賠償責任保険（包括契約）２

８．併売商品８．併売商品

万が一の「看護職の個人責任」に対する備えとなり、貴病院（診療所）に
勤務される看護職の方が安心して業務に専念いただけます。

看護職（看護師・准看護師・保健師・助産師）の方の業務の遂行に起因して、他人の身体に
障害を発生させたなどの場合に、看護職の方個人が法律上の賠償責任を負担することによっ
て被る損害を補償します。

看護職特約条項・包括契約に関する追加条項
（損害賠償請求ベース用）（看護職特約条項用））

。

＜１＞保険の概要
看護職（看護師・准看護師・保健師・助産師）の方の業務（保健師助産師看護師法に定められた業務およ
び介護業務）の遂行に起因して、他人の身体に障害が発生し、保険期間中に他人またはその遺族より損害
賠償請求を提起された場合、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を保険金額
（お支払いする保険金の限度額）の範囲内で補償します。

※１．保険金お支払対象の事故が発生した場合、その看護職は法律上の賠償責任において共同不法行為者
として損害額の一部または全部の責任を負う場合がありますが、本保険ではその看護職個人の帰責
割合（本来負担すべき責任の割合をいいます。）に応じた金額のみをお支払いすることとなります。

※２．保険期間中に損害賠償請求を提起された場合のみ保険の対象となります。
※３．ご加入された医療施設の業務を遂行することによって起こった事故のみ保険の対象となります。

＜２＞ご加入いただける方
医療施設（診療所・病院）の開設者

＜３＞被保険者
当該病院・診療所に勤務するすべての看護職の方（過去に勤務していた方を含みます。）
※包括契約方式のため上記の方が一括して被保険者となります。

この契約方式の場合「看護職の方全員」が補償対象者となり、以下のようなメリットがあります。
①加入看護職の方の署名・捺印等が不要です。
②ご契約内容の変更手続（看護職の方の中途加入、中途脱退等の手続）が不要です。
③付保もれ・更改もれの心配が不要です。
④過去に退職された看護職の方も対象となります

＜４＞お支払いする保険金
①法律上の損害賠償金（示談・和解による場合でも対象となります。）
・被害者の治療費・入院費・慰謝料・休業補償
②争訟費用
・弁護士費用・訴訟費用・和解や調停に要する費用（損保ジャパンの事前の承認が必要です。）
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＜６＞保険金をお支払いできない主な場合
次のような事故の場合は保険金が支払われませんのでご注意ください。
①保険契約者・被保険者の故意
②保健師助産師看護師法に違反して行った業務
③戦争・変乱・暴動・労働争議
④地震・噴火・津波・洪水などの天災
⑤特別な約定により加重された責任
⑥海外での医療行為
⑦初年度契約締結前に知っていた（不注意により知らなかった場合を含みます。）身体障害により
保険期間開始後に損害賠償請求の提起を受けた場合は保険金をお支払いできません。
※初年度契約とは、平成１６年４月１日以降最初にご契約される看護職賠償責任保険包括契約を
いいます。

など

＜７＞ご加入にあたってのご注意
①ご勤務される看護職の方を一括して付保するため、一部の看護職の方のみを対象とする契約はできません。
②保険金額等「保険条件」はすべての看護職の方とも同一条件となります。
③事故発生時には当該看護職が貴病院（診療所）に勤務していたことを証明できる名簿等が必要となります。
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（保険期間１年、 団体割引２０％適用）

型

保険金額
１事故

期間中

保
険
料

診療所

病院
(１病床)

一般・療養

精神

結核･その他

Ｋ１型

100万円

300万円

1,140円
187円

1円
2円

Ｋ２型

500万円

1,500万円

2,750円
454円

3円
5円

Ｋ３型

1,000万円

3,000万円

3,890円
641円
4円
7円

Ｋ４型

3,000万円

9,000万円

5,920円
976円
6円

10円

Ｋ５型

5,000万円

15,000万円

6,540円
1,078円

7円
11円

Ｋ６型

7,000万円

21,000万円

6,990円
1,154円

8円
12円

Ｋ７型

10,000万円

30,000万円

7,680円
1,267円

8円
13円

【保険金額・保険料】



医療従事者賠償責任保険（包括契約）３

８．併売商品８．併売商品

万が一の「医療従事者の個人責任」に対する備えとなり、貴病院（診療所）に
勤務される医療従事者の方が安心して業務に専念いただけます。

医療従事者（理学療法士・臨床工学技士、診療放射線技師、衛生検査技師、作業療法士、
言語聴覚士、臨床検査技師、視能訓練技師、義肢装具士）の方の法律に規定する業務の遂行
に起因して、患者の身体に障害を発生させたなどの場合に、法律上の賠償責任を負担するこ
とによって被る損害を補償します。

医療従事者特約条項・包括契約に関する追加条項
（損害賠償請求ベース用）（医療従事者特約条項用））

＜１＞保険の概要
医療従事者（理学療法士・臨床工学技士・診療放射線技師・衛生検査技師・作業療法士・言語聴覚士・
臨床検査技師・視能訓練士・義肢装具士）の方の下記法律に規定する業務の遂行に起因して、他人の身体
に障害が発生し、保険期間中に患者またはその遺族より損害賠償請求を提起された場合、被保険者が法律
上の賠償責任を負担することによって被る損害を保険金額（お支払いする保険金の限度額）の範囲内で補
償します。

※１．保険金をお支払対象の事故が発生した場合、その医療従事者は法律上の賠償責任において共同不法
行為者として損害額の一部または全部の責任を負う場合がありますが、本保険ではその医療従事者
個人の帰責割合（本来負担すべき責任の割合をいいます。）に応じた金額のみをお支払いすること
となります。

※２．保険期間中に損害賠償請求を提起された場合のみ保険の対象となります。
※３．ご加入された医療施設の業務を遂行することによって起こった事故のみ保険の対象となります。

＜２＞ご加入いただける方
医療施設（診療所・病院）の開設者
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（１）診療放射線技師法（昭和２６年法律第２２６号）
（２）診療放射線技師法附則（昭和５８年法律第８３号）
（３）臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律（昭和３３年法律第７６号）
（４）理学療法士及び作業療法士法（昭和４０年法律第１３７号）
（５）視能訓練士法（昭和４６年法律第６４号）
（６）言語聴覚士法（平成９年法律第１３２号）
（７）臨床工学技士法（昭和６２年法律第６０号）
（８）義肢装具士法（昭和６２年法律第６１号）



＜３＞被保険者
加入者証記載の病院・診療所に勤務するすべての医療従事者の方（過去に勤務していた方を含みます。）
※包括契約方式のため上記の方が一括して被保険者となります。

この契約方式の場合「医療従事者の方全員」が補償対象者となるため以下のようなメリットがあります。
①加入医療従事者の方の署名・捺印等が不要です。
②補償対象医療従事者の総人数に変更がないかぎり異動手続きは不要です。
③付保もれ・更改もれの心配が不要です。
④過去に退職された医療従事者の方も対象となります。

＜４＞お支払いする保険金
①法律上の損害賠償金（示談・和解による場合でも対象となります。）
・被害者の治療費・入院費・慰謝料・休業補償
② 訴訟費用
・弁護士費用・訴訟費用・和解や調停に要する費用など（損保ジャパンの事前の承認が必要です。）

＜５＞保険金をお支払いできない主な場合
次のような事故の場合は保険金が支払われませんのでご注意ください。
①保険契約者・被保険者の故意
②上記法律に違反して行った業務
③戦争・変乱・暴動・労働争議
④地震・噴火・津波・洪水などの天災
⑤特別な約定により加重された責任
⑥海外での医療行為
⑦初年度契約締結前に知っていた（不注意により知らなかった場合を含みます。）身体障害により保
険期間開始後に損害賠償請求の提起を受けた場合は保険金をお支払いできません。
※初年度契約とは、平成１６年４月１日以降最初にご契約される医療従事者賠償責任保険契約を
いいます。

＜６＞ご加入にあたってのご注意
①ご勤務される医療従事者の方を一括して付保するため、一部の医療従事者の方のみを対象とする契
約はできません。
②保険金額等「保険条件」はすべての医療従事者の方とも同一条件となります。
③事故発生時にはその医療従事者が貴病院（診療所）に勤務していたことを証明できる名簿等が必要
となります。

＜７＞保険金額・保険料
保険料は、下記２区分（医療従事者Ａ区分・医療従事者Ｂ区分）別となっております。
①医療従事者Ａ区分
理学療法士・臨床工学技士・診療放射線技師
②医療従事者Ｂ区分
衛生検査技師・作業療法士・言語聴覚士・臨床検査技師・視能訓練士・義肢装具士
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（保険期間１年、 団体割引２０％適用）【保険金額・保険料】

型

保険金額
１事故

期間中

保
険
料

診療所
病院

Ｊ１型

100万円

300万円

Ｊ２型

500万円

1,500万円

Ｊ３型

1,000万円

3,000万円

Ｊ４型

3,000万円

9,000万円

Ｊ５型

5,000万円

15,000万円

Ｊ６型

7,000万円

21,000万円

Ｊ７型

10,000万円

30,000万円

医療従事者
Ａ１名につき

医療従事者
Ｂ１名につき

290円

180円

690円

430円

980円

610円

1,490円

930円

1,650円

1,030円

1,760円

1,100円

1,940円

1,210円



医療機関受託者賠償責任保険４

８．併売商品８．併売商品

医療施設特約でお支払いされない、患者さんからの預かり物に対する
賠償責任が補償されます。

患者さんから預かった身の回り品などを保管している間に、不注意によって返還できなくなり、
法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

＜１＞保険の概要
病院・診療所等の医療機関が患者から預かった受託物（身の回りのもの）を医療施設内で保管している
間、または、保管の目的で施設外で管理している間に、火災、盗難、漏水、取扱い上の不注意等により、
患者に返還できなくなった場合、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害（自己
負担額を控除した額）を保険金額（お支払いする保険金の限度額）の範囲内で補償します。

＜２＞保険にご加入いただける方
医療施設（診療所・病院）の開設者

＜３＞お支払いする保険金
①法律上の損害賠償金
・受託物の修理費
・再調達費用（同等の物を新たに購入するために必要な費用）
※ただし、修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない
範囲でお支払いします。

②訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬など（損保ジャパンの事前の承認が必要です。）

＜４＞保険金をお支払いできない主な場合
次のような場合、保険金のお支払いの対象となりません。
①被保険者の故意による損害
②暴動、地震、洪水等の異常災害による損害
③被保険者、同居の親族、使用人が行いまたは加担した盗難・詐欺による損害
④現金、貴重品、美術品、有価証券、稿本、宝石、骨董品、設計書などの損害
⑤受託物の自然の消耗が原因で生じた損害（虫食い、ねずみ食いなどの損害を含みます。）
⑥屋根、とい、扉、窓もしくは通風筒から入った雨・雪等による損害
⑦受託物を返還してから３０日以上経過してから発見された損害
⑧紛失
⑨受託物に対する修理・加工したことにより生じた損害 など
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（保険期間１年、 団体割引２０％適用）

型

病床数

保険金額
（自己負担額5,000円）

保険料

診療所

【保険金額・保険料】

Ｘ１型

－

50万円

4,620円

病院（病床数により保険金額が異なります。）

Ｘ２型

99床以下

100万円

9,200円

Ｘ３型

100～
199床

100万円

13,120円

Ｘ４型

200～
299床

200万円

36,160円

Ｘ５型

300～
499床

200万円

37,600円

Ｘ６型

500床以上

300万円

58,560円



雇用慣行賠償責任保険５

８．併売商品８．併売商品

雇用に起因する賠償請求や、患者へのセクシャルハラスメントによる
賠償請求に対する備えとなります。

病院・診療所が行った雇用差別、不当解雇、セクシャルハラスメントに起因して、保険
期間中に損害賠償請求をされた場合、法律上の賠償責任を負担することによって被る
損害を補償します。

＜１＞保険の概要
日本国内において被保険者が行った雇用差別、不当解雇、セクシャルハラスメントに起因した損害賠償
請求（※）に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被った損害を補償します。
※被保険者の役員、従業員、就労希望者または医療の対象者（患者）よりなされた損害賠償請求にかぎ
ります。医療の対象者(患者）については、セクシャルハラスメントに起因する損害賠償請求のみ補償
します。

＜２＞ご加入いただける方
医療施設（診療所・病院）の開設者

＜３＞被保険者
①診療所、病院（以下「記名被保険者」という。）
②記名被保険者の役員、理事長
③記名被保険者の従業員（パートタイム労働者、アルバイト等を含みます。）

＜４＞補償地域（保険の対象となる地域）
日本国内のみ

＜５＞お支払いする保険金
①法律上の損害賠償金
・慰謝料、休業補償、法律上賠償すべき差額賃金 など
②争訟費用（損保ジャパンの事前の承認が必要です。）
・訴訟費用、弁護士報酬 など

＜６＞保険金をお支払いできない主な場合
次のような場合、保険金のお支払いの対象となりません。
①労働争議、労働交渉、社内内紛、事業縮小または倒産等に起因する損害賠償請求
②法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害賠償請求
③被保険者の犯罪行為に起因する損害賠償請求
④セクシャルハラスメントを行った当事者個人に対する損害賠償請求
⑤加入者証記載の遡及日※より前に行われた保険対象事由に起因する損害賠償請求
⑥加入者証記載の遡及日※より前に被保険者に対して提起されていた訴訟に起因する損害賠償請求
⑦保険契約の開始日において、損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合
⑧労働者災害補償保険法等により被保険者が負担する賠償責任
⑨民事または刑事上の罰金、懲罰的賠償金
⑩日本国外でなされた損害賠償請求
⑪契約上加重された賠償責任 など

※「加入者証記載の遡及日」とは、通常初年度契約の契約始期日となります。
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＜７＞用語の説明
①解 雇 ：：解雇が実際に行われていること

※雇用期間満了・退職は対象外
②差 別 ：以下をみたすものをいいます。：以下をみたすものをいいます。

・・差別内容が明確になっていること
※「上司に気に入られていない」といった理由によるものは対象外。

・差別による「雇用行為」が行われていること
※差別による「精神的苦痛」は対象外

・就労希望者の場合は、使用者（記名被保険者）の採用意志が明らかであること
③セクハラ：以下をみたすものをいいます：以下をみたすものをいいます

・役員、従業員、医療の対象者（患者）に対して「セクハラ」行為が行われたこと
※取引先におけるセクハラ行為は対象外

・直接のセクハラ行為者以外の被保険者に対して賠償請求がなされていること
・就労希望者の場合は、使用者（記名被保険者）の採用意志が明らかであること

23

契約区分 対象医療機関 保険料計算式（最終10円単位）

契約区分

病院契約

型

保険金額：１事故・期間中
（自己負担額 50万円）
損害てん補割合

Ｚ１型

1,000万円

90%

【保険金額】

【保険料計算方法】 （保険期間１年、 団体割引２０％適用）

対象医療機関 保険料

一般・療養病床（99床以下）
一般・療養病床（100～199床）
一般・療養病床（200～299床）
一般・療養病床（300～499床）

2,424円×病床数×(1-20%）
（2,016円×病床数＋40,436円）× (1-20%）
（1,175円×病床数＋207,615円）× (1-20%）
（739円×病床数＋338,009円）× (1-20%）

一般・療養病床（500床以上） （401円×病床数＋507,040円）× (1-20%）
精神病床 762円×病床数×(1-20%）
結核・その他病床 591円×病床数×(1-20%）

診療所契約 一般診療所（１診療所） 16,000円



医療廃棄物排出者賠償責任保険６

８．併売商品８．併売商品

医療廃棄物が不法に投棄され、医療機関が法律上の賠償責任を
負う場合にお支払いする保険です。

医療機関が排出した廃棄物が不法投棄され、所定の法律に基づく措置命令・除去費用の求償を
受けた場合に、廃棄物の撤去や汚染土壌の浄化にかかる費用など、法律上の賠償責任をお支払い
する保険です。

。

＜１＞保険の概要
○医療機関が排出した廃棄物が不法投棄され廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）、国内バ
ーゼル法（特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律）に基づく措置命令（回収命令）(注１)・除去
費用の求償（注２）を受けた場合に廃棄物の除去や汚染土壌の浄化にかかる費用（自己負担額を控除した額
に損害てん補割合を乗じて得た額）などを保険金額（お支払いする保険金の限度額）を限度に補償します。

○国内に不法投棄された場合で、次の要件をすべて満たした場合は、措置命令・除去費用の求償が出されな
くても、措置命令・除去費用の求償を受けたものとみなして、医療機関の排出者責任の範囲内で保険金額
（お支払いする保険金の限度額）を限度にお支払いします。（自己負担額を控除した額に損害てん補割合
を乗じて得た額）
①行政からの照会を受けるなど被保険者の廃棄物が不法投棄されたことが客観的に明らかであること。
②投棄廃棄物の全数量および被保険者から排出された投棄廃棄物の数量が明らかであること。
③投棄された場所の投棄廃棄物の全数量が同時に除去されることが明確であること。

（注１）措置命令とは廃棄物処理法に基づき、不法投棄者または排出者に対し都道府県知事が出す現状回復
命令をいいます。

（注２）除去費用の求償とは、緊急を要する場合などで都道府県自らが除去したうえでその費用の負担を排
出者等に命じることをいいます。

※平成１５年４月１日以降に新たに契約した契約者（団体契約の場合は加入者）については、医療機関が
遡及日（初年度契約の保険開始日）以降に排出した廃棄物が不法投棄された場合にかぎり、保険金をお
支払いします。

＜２＞補償地域（保険の対象となる地域）
日本国内とします。
ただし、海外に不法投棄され日本国政府より措置命令を受けた場合、投棄された国を問いません。

＜３＞被保険者
医療施設（診療所・病院）の開設者

＜４＞お支払いする保険金
①廃棄物処理法・国内バーゼル法による措置命令・除去費用求償に基づく廃棄物除去費用および土壌浄化
費用
②投棄廃棄物に起因した健康被害に対する医療費・逸失利益・慰謝料、または漁業権補償
③訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬など（損保ジャパンの事前の承認が必要です。）

※上記①②については、複数の排出者が排出した廃棄物が１カ所に不法投棄された場合、被保険者が排出
した廃棄物の占める割合等、相当の範囲内の損害が対象となります。
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＜５＞保険金をお支払いできない主な場合
次のような場合、保険金のお支払いの対象となりません。
①被保険者が不法投棄した、または不法投棄されることを認識しながら処理を委託した廃棄物に起因す
る事故。被保険者が保険期間中に廃棄物処理を無許可業者に委託していた場合
②被保険者が保険期間中にマニフェストを交付しない、または虚偽記載している場合
③被保険者の所有、使用または管理する施設に不法投棄された場合
④不動産価格の下落
⑤廃棄物処理業者の身体障害・財物損壊
⑥被保険者が所有、使用または管理する施設に起因する賠償責任 など
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（保険期間１年、 団体割引２０％適用）

型

保険金額：１事故・期間中
（自己負担額 なし）

損害てん補割合

Ｙ１型

5,000万円

90%

Ｙ２型

１億円

90%

Ｙ３型

３億円

90%

【保険金額・保険料】

保
険
料

（ ）
診療所

（１診療所）

無床診療所

有床診療所

病院
（１病床）

一般･療養･結核･その他病床

精神病床

7,320円
10,030円

904円
240円

8,020円
10,990円

992円
264円

9,140円
12,530円
1,128円
304円



１０．保険料計算シート

（１）診療所契約 ２８Ｐ

（２）病院契約 ２９Ｐ

１１．医師賠償責任保険のあらまし ３１Ｐ

９ 【勤務医師契約用】医師賠償責任保険のご案内 ２６Ｐ



９．【勤務医師契約用】勤務医師賠償責任保険９．【勤務医師契約用】勤務医師賠償責任保険

勤務医師用商品

１．勤務医師賠償責任保険の概要
勤務医師が日本国内において医療行為を行うにあたり、医療業務上の過失により、患者に身体の障害等
が発生し、保険期間中に患者またはその遺族に損害賠償請求を提起された場合に、勤務医師が負担する
法律上の賠償責任を補償します。

※法人立医療機関の理事長・管理者（医療法人の管理者たる院長など）も、他の医療機関で従事されて
いる場合は、勤務医師扱いとなりますので、こちらの保険で賠償責任を補償します。

２．次のような賠償金や費用損害が保険金お支払いの対象になります
＜１＞法律上の損害賠償金（治療費、休業損失、慰謝料など）

＜２＞訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬など（損保ジャパンの事前の承認が必要です）

この保険にお入りいただく方は・・・

病院・診療所に勤務する医師個人を対象とした契約で、当該医師の行った医療事故を補償します。

加入資格
・社団法人 滋賀県医師会の会員
・社団法人 滋賀県医師会の会員が理事長または管理者となっている医療機関の勤務医

保険金をお支払いする場合

医師または医師の指揮・監督下にある看護師、診療放射線技師、薬剤師などの使用人が日本国内において行っ
た医療業務上の過失によって、患者の身体に障害（障害に起因する死亡を含みます。）を与えたことによっ
て、被保険者である医師に法律上の損害賠償が発生し、保険期間中に患者またはその遺族より損害賠償請求を
提起された場合、医師個人が支払わなければならない損害賠償金を保険金額（お支払いする保険金の限度額）
の範囲内でお支払いします。ただし、いかなる場合も医療施設の責任を肩代わりするものではありません。

保険金をお支払いできない主な場合【主な免責条項】

（１）海外での医療事故
（２）被保険者が故意に起こした事故
（３）美容を唯一の目的とする事故
（４）名誉き損および秘密漏えいに起因して生じた事故
（５）免許を有しないものが遂行した医療行為に起因して生じた事故
（６）医師、薬剤師、看護師その他の使用人が従業中に被った身体傷害
（７）被保険者と世帯を同じくする親族の方に対する賠償責任
（８）自動車（原動機付自転車を含みます。）の所有･使用または管理に起因して生じた事故
（９）戦争および天災地変に関連ある事故

（１０）医療の結果を保証することによって加重された責任 など

26



【ご契約加入形態・保険料について】

日医医賠責は、医療行為に伴いＡ会員個人が負担する、100万円超１億円までの損害賠償責任を対象とする内
容になっています｡日医医賠責で補償されない100万円までの賠償金を補完するのがこの医師賠償責任保険です。

■日医Ａ①Ａ②会員の先生

型
保険金額（補償限度額）

医療上の事故（自己負担額０円）

対人１事故 対人年間

Ｉ １００万円 ３００万円

保険料

６，０１６円

医療事故において、勤務医師に個人責任が問われた場合、１事故１億円までの個人責任を補償します。

■日医Ａ①Ａ②会員以外の先生

型

保険金額（補償限度額）

医療上の事故（自己負担額０円）

対人１事故 対人年間

保険料

１名につき

Ｊ １０，０００万円 ３０，０００万円 ４０，６６４円

【事故の場合は…】
●万一事故が発生した場合（損害賠償請求がなされる恐れがある場合も含みます。）は、ただちに取扱代理店または
お近くの損保ジャパンに必ずご連絡ください。

●損害賠償をしなければならないと思われる事故が発生した場合には、事故の対応につきご相談ください。あらかじ
め損保ジャパンの承諾を得ず示談金や賠償金をお支払いになった場合には、その一部あるいは全部について保険金
をお支払いできない場合がありますので、ご注意ください。

※本保険では、保険会社が被保険者に代わり示談交渉を行うことはできません。
※当該事故の紛争処理が日本医師会賠償責任審議会に付託されたときには、その裁定額を限度に保険金のお支払いを
決定します。
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９．【勤務医師契約用】勤務医師賠償責任保険９．【勤務医師契約用】勤務医師賠償責任保険

１名につき

※１億円超の高額補償の勤務医師契約については新規でのお引受けはできません。

（保険期間１年、団体割引２０％適用）

（保険期間１年、団体割引２０％適用）
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１０．保険料計算シート１０．保険料計算シート

円診療所契約合計保険料

※１・・小数点以下四捨五入・１円単位
※２・・１円位四捨五入・10円単位

【診療所契約】保険料計算シート

勤務医師包括

人格権侵害

借家人賠償

傷害見舞費用

傷害担保

情報メディア

基本契約 P.2参照

P.5参照

追
加
オ
プ
シ
ョ
ン

併
売
商
品

看護職賠償責任保険

医療従事者賠償責任保険

医療機関用受託者
賠償責任保険

雇用慣行賠償責任保険

医療廃棄物排出者責任保険

P.6参照

P.7参照

P.8参照

P.10参照

P.11参照

P.18参照

P.20参照

P.21参照

P.23参照

P.25参照

－ 型

型

型

型

Ｃ１型

型

型

型

型

型

Ｚ１型

型

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

名医療従事者Ａ

名医療従事者Ｂ

×
×

円

円

＝
＝ 円

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※２

※２

※２

１タイプ

２タイプ

個人情報漏えい保険 P.16参照 型 円 ※２
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【病院契約】保険料計算シート（基本・オプション）

勤務医師包括

人格権侵害

傷害見舞費用

傷害担保

情報メディア

基本契約 P.3参照

追
加
オ
プ
シ
ョ
ン

床一般病床

床

×

×療養病床

結核･その他病床

精神病床

床

床

×

×

円円

円

＝

＝ 円

円円

円

＝

＝ 円

内
訳

円－ 型

P.5参照

床一般・療養病床 ×
結核･その他病床

精神病床

床

床

×

×

円円 ＝

円円

円

＝

＝ 円

内
訳

型 円

P.6参照

床一般・療養病床 ×
結核･その他病床

精神病床

床

床

×

×

円円 ＝

円円

円

＝

＝ 円

型 円

内
訳

床 × ４５４円 ＝ 円

P.10参照

床一般・療養病床 ×
結核･その他病床

精神病床

床

床

×

×

円円 ＝

円円

円

＝

＝ 円

型 円

内
訳

P.11参照 型 円

円基本・オプション小計①

P.8参照

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※１・・小数点以下四捨五入・１円単位

１０．保険料計算シート１０．保険料計算シート

３タイプ

４タイプ
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看護職賠償責任保険

医療従事者賠償責任保険

医療機関受託者賠償責任

雇用慣行賠償責任保険

医療廃棄物排出者賠償

併
売
商
品

P.18参照

床一般・療養病床 ×
結核･その他病床

精神病床

床

床

×

×

円円 ＝
円円

円

＝

＝ 円

内
訳

型 円

P.20参照 型 円

病床数 床 × 円 ＝ 円

P.23参照

一般・療養（99床以下）

結核･その他病床

精神病床

円＝

＝

Ｚ１型 円

内
訳

P.25参照 型 円

円名医療従事者Ａ

名医療従事者Ｂ

×

×

円

円

＝

＝ 円

内
訳

P.21参照 型

床
一般・療養・

結核・その他病床 ×
精神病床 床 ×

円円 ＝

円円 ＝

内
訳

一般・療養（100～199床）

一般・療養（200～299床）

一般・療養（300～499床）

一般・療養（500床以上）

2,424円× 床×0.8

（2,016円× 床＋40,436円）×0.8

（1,175円× 床＋207,615円）×0.8
（739円× 床＋338,009円）×0.8

（401円× 床＋507,040円）×0.8

円

＝

＝

＝

＝

＝

円

円

円

762円× 床×0.8

591円× 床×0.8

円

円

円併売商品小計②

病院契約合計保険料①＋② 円

※１

※１

※２

※２

※２

※１・・小数点以下四捨五入・１円単位
※２・・１円位四捨五入・10円単位

１０．保険料計算シート１０．保険料計算シート

個人情報漏えい保険

個人情報漏えい保険については、別紙 「保険料見積り依頼書」「医療機関用個人情報取扱事
業者保険告知事項等申告書」に必要事項をご記入･ご捺印のうえ滋賀県医師協同組合 福祉課
（077-553-6770）までFAXください。引受保険会社または取扱代理店よりご連絡します。

円
保険料は別途お見積させていただきます。

P.16参照




